
諸手当      通勤届（15Ｋｍ未満の場合） 

１． 代理入力 （該当職員から代理入力依頼書を受けて） 

「人事給与システムメインメニュー」の「代理申請」 

       → 「申請届出」 → 「諸手当」 → 「通勤届（自動車のみ利用、支給打切り）」から入力画面へ   

  
  

入力したい人を選択する。 

方法１：「職番」をクリックし、職員を選択する。 

方法２：入力したい人の職員番号がわかっている場合は、直

接入力する。 

 

「検索」をクリックする。 

２．画面入力 

 

新住所になっていることを確認する。違っ

ているときは「職員住所登録」で変更する。 

届出年月日を入力する。 

「２ 住所の変更」にチェックを入れる。 

０２－１－０２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ・その他 別紙のとおり 

○出力された用紙は、添付書類を付けて教育事務所に提出。 

 
 
 

添付書類    ・本人が記入（地図と学校長の証明のあるもの）した通勤届 

０２－１－０２ 

 

・通勤認定簿 

・通勤距離図の写し 

交通手段・出発・到着・距離・所要時間を入力する。距

離は認定された数値を入力する。 

届出の理由の生じた日を入力する。月の途中

の場合でも、その日を入力する。 

入力後、確認をクリックすると画面が変わるので、

内容を確認後申請をクリックし、印刷する。 
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０２－１－０２ 



０２－１－０２ 
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０２－１－０２ 


